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日本共産党京都市会議員団 

 

「救える命が救えない」事態を 

繰り返してはならない 

コロナ第７波で、多数の高齢者が入院できずに施設内で亡くなられました。

若い世代にも感染が広がり、医療がひっ迫、救急車を呼んでも搬送を断られる

ケースもおこりました。 

医療現場では、医療スタッフへの感染も広がり、職員が休むことになれば患

者さんを安全に受け入れることができません。一般の診療全体にも影響が及

んでいます。ところが、国は医療体制を強化することなく、感染法上の位置づ

けを５類に引き下げ公的責任を後退させようとしています。 

日本共産党京都市会議員団は、救える命が救えない事態を生じさせたのは、

国が医療や公衆衛生・社会保障費を削減してきたことにあることを指摘。パン

デミックが生じた際にも必要な医療が供給できるだけの体制を拡充すること

を求めてきました。京都でコロナ感染患者が確認された 2020 年 1 月から、

市長に対しコロナ感染対策で 25回の申し入れをおこないました。 

 

 日本共産党京都市会議員団  2023年 3月 

               〒604-8571 京都市中京区河原町御池 京都市役所内 

               ℡075－222－3728 Fax075－211－2130 

              Mail：info@cpgkyoto.jp  

新型コロナ感染症対策の 

実績と提案 

市会報告 

mailto:info@cpgkyoto.jp


2 

 

公衆衛生・医療体制の抜本強化が必要です 

 

公衆衛生の後退が、各行政区での感染の実態把握や保健所による感染対

策の機動性を弱める原因となっています。各行政区・支所に保健所があって

こそ地域医師会や行政、民間団体などとの連携が速やかにとれ感染症の正

確な分析と対策がとれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔日本共産党市会議員団は、 

●行政区に保健所を戻せと一貫して求めています。 

●緊急的取り組みとして東山サナトリウムに設置された「入院待機ステーショ

ン」（110 床）を臨時的医療機関として機能させることを提案し求めてきま

した。 

しかし、京都市は「保健所を１ヶ所に集約化して上手くいっている」と述

べ、実際は必要な検査や、集団感染が発生した施設などへの保健指導

が追いつかない実態です。民間に委託したフォローアップセンターに市

民が電話をしても、すぐにつながらない、つながっても医療ベッドも

ホテルなどの療養施設なども圧倒的に不足し、市民の不安に応えら

れていない状況です。 

Q:なぜ、感染の波が来る度に何度も混乱が起きるの？ 

A:門川市政のもと、公衆衛生の要となる保健所体制が減らされて

きたことに問題があります。 

●2010 年 11 行政区に 11 の保健所➔京都市保健所一箇

所、各行政区は保健センター 

●2017年 4月各行政区保健センター感染症対応部署➔ 京

都市 1箇所 
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PCR 検査が大事！ 

 

 

 

 

 

日本共産党市会議員団は感染拡大を防ぐために「いつでも、どこでも、

何度でも無料で」PCR 検査が受けられる体制をつくること、また京都市バ

ス・地下鉄の職員も含めエッセンシャルワーカーの定期的検査、大学構内で

学生が検査を受けられるよう繰り返し求めてきました。 

京都市は当初「やみくもに検査することはムダ」と答弁していましたが、 

 

① 京都市立病院の集団感染が起こった際に京都大学の協力を得ての大規模

な PCR検査 

② 高齢者施設の職員に対する２週間に１度の定期的 PCR検査 

③ 学校・保育園などクラスに一人感染者が確認できたらクラス全員を検査 

④ 薬局チェーン店などで症状のない方への無料の PCR検査 

等が行われました。 

  

Q:なぜ検査をしないといけないの？ 

A:コロナウイルスに感染しているかどうかは検査をしなければ

分かりません。感染した人が必ず発症するとは限らないから

です。 

そのため症状のない方が自覚しないまま、行動することで感

染を広げることになります。 
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   公的責任を果たせ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを２類から５類へ５

月８日に変更するとしています。必要な医療体制の拡充等なしに感染症対策を

大幅に緩めることは、重症者を増加させ医療体制のさらなるひっ迫を招くことに

なります。日本共産党京都市会議員団は、市民一人ひとりのかけがえのない命

を守るため、2月 2日市長に申し入れを行いました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今後も、市民の皆さんや関係団体の皆さんの実態やご要望をお聞きし、取

り組みを強めてまいります。 

５
類
へ
の
変
更
に
つ
い
て
の

申
し
入
れ 

 
（
２
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２
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年
２
月
２
日
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● 公的医療機関の統合・縮小・廃止方針を撤回し、医療体制を

抜本拡充するよう国に求めること。 

● 保健所・検査体制の拡充、医療費の公費負担、自治体への

財政支援を継続するよう求めること。 

● 府と連携して相談、医療提供体制、保健所、PCR検査体制を

強化すること。 

● 医療機関、高齢者・介護・児童・障害者施設など濃厚接触に

よるケアを業務とするすべての現場に対する補償を行うこ

と。さらなる人員確保ができるよう支援すること。 

● 高齢者のインフルエンザ予防接種料金を無料とすること。 

 


